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利
用
者
負
担
の
４
分
の
１
（
老

齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
２
分
の

１
）に
相
当
す
る
額
②
の
場
合
、

個
室
の
居
住
費
に
係
る
利
用
者

負
担
額
全
額
▽
申
請
方
法　

介

護
福
祉
課
窓
口
で
申
請
す
る

▼
申
込
・
問
合
先　

市
役
所

介
護
福
祉
課　

介
護
保
険
Ｇ

内
線
１
７
３

▼
日
時　

６
月
10
日
㈰
午
後
２

時
〜
５
時
▼
相
談
先
電
話
番
号

０
２
９
・
８
２
３
・７
９
３
０
、

０
２
９
・
８
３
５
・
０
７
３
７

▼
相
談
内
容　

歯
医
者
に
聞
け

な
い
こ
と
、
入
れ
歯
・
子
ど
も

の
歯
・
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
・
矯
正
・

口
臭
・
顎が

く

関
節
症
・
歯
周
病
・

治
療
内
容
・
治
療
費
な
ど
歯
に

関
す
る
悩
み
全
般
▼
相
談
料

無
料
▼
回
答
者　

歯
科
医
師

▼
主
催
・
問
合
先　

県
保
険
医

協
会　

☎
０
２
９
・
８
２
３
・

７
９
３
０

　

期
間
中
は
相
談
時
間
を
延
長

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
持
っ

た
お
子
さ
ん
や
保
護
者
の
方
か

ら
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密

は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心
し

て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
期
間　

６
月
25
日
㈪
〜
７
月

１
日
㈰
▼
相
談
時
間　

午
前
８

時
30
分
〜
午
後
７
時
（
土
・
日

曜
日
は
、
午
前
10
時
〜
午
後
５

時
）
▼
実
施
機
関　

水
戸
地
方

法
務
局
・
県
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
▼
相
談
員　

法
務
局
職

員
・
人
権
擁
護
委
員

▼
相
談
先　

０
１
２
０
・
０
０
７
・
１
１
０

（
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

▼
対
象
と
な
る
治
療　

体
外
受

精
、
顕
微
授
精
（
４
月
１
日
〜

平
成
25
年
３
月
31
日
の
期
間
内

に
治
療
が
終
了
し
た
方
）
※
１

回
の
治
療
が
終
了
す
る
ご
と

に
、
速
や
か
に
申
請
す
る
（
申

請
期
限
あ
り
）
▼
対
象
者　

次

の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
方

⑴
法
律
上
婚
姻
を
し
て
い
て
、

夫
お
よ
び
妻
の
い
ず
れ
か
が
県

内
に
住
所
を
有
す
る
⑵
夫
お
よ

び
妻
の
前
年
（
１
月
〜
５
月
の

申
請
は
前
々
年
）
の
所
得
の
合

算
が
７
３
０
万
円
未
満
⑶
指
定

医
療
機
関
で
実
施
し
た
治
療
で

あ
る
▼
助
成
内
容　

１
回
の
治

療
に
つ
き
最
高
15
万
円
ま
で
／

１
年
度
目
は
年
３
回
、
２
年
度

目
以
降
は
年
２
回
を
限
度
に
、

通
算
５
年
間
／
通
算
10
回
ま
で

▼
必
要
書
類　

①
平
成
24
年
度

茨
城
県
不
妊
治
療
費
補
助
金
交

付
申
請
書
②
茨
城
県
不
妊
治
療

費
助
成
事
業
受
診
等
証
明
書
③

医
療
機
関
発
行
の
領
収
書
原
本

④
住
民
票
（
交
付
日
か
ら
３
か

月
以
内
／
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
氏

名
・
生
年
月
日
・
続
柄
・
住
民

と
な
っ
た
日
が
わ
か
る
も
の
）

※
戸
籍
謄
本
等
が
必
要
な
場
合

お知らせ

平
成
平
成
2424
年
度
茨
城
県

年
度
茨
城
県

不
妊
治
療
費
助
成
事
業

不
妊
治
療
費
助
成
事
業

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間

１
１
０
番
」
強
化
週
間

歯
の
何
で
も
電
話
相
談

歯
の
何
で
も
電
話
相
談

も
あ
り
⑤
夫
お
よ
び
妻
の
所
得

課
税
証
明
書
（
控
除
の
記
載
が

あ
る
も
の
）
各
１
通

▼
問
合
先　

竜
ケ
崎
保
健
所　

健
康
増
進
課　

☎
０
２
９
７
・

62
・
２
１
７
２

　

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
等
は
、
６
月
30
日
で
有
効
期

限
が
切
れ
ま
す
。
更
新
す
る
方

は
、
申
請
書
（
５
月
31
日
発
送

予
定
）
が
届
き
次
第
、
速
や
か

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
新
規

の
方
は
、
随
時
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
場

合
、
介
護
保
険
施
設
（
介
護
老

人
福
祉
・
介
護
老
人
保
健
・

介
護
療
養
型
医
療
施
設
）
に
入

所
・
入
院
ま
た
は
短
期
入
所

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）を
利
用
す

る
と
き
に
か
か
る
食
費
・
居
住

費（
滞
在
費
）の
負
担
が
、
申
請

す
る
こ
と
で
軽
減
さ
れ
ま
す
。

▽
対
象　

介
護
保
険
施
設
利
用

者
ま
た
は
利
用
予
定
が
あ
る
方

で
、
次
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す

る
方　

①
生
活
保
護
受
給
者
②

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
（
同

じ
世
帯
の
方
全
員
が
市
町
村
民

税
を
課
税
さ
れ
て
い
な
い
世

帯
）
▽
申
請
方
法　

介
護
福
祉

課
に
「
介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
申
請
書
」
を
提
出
す
る

▽
認
定
結
果　

更
新
・
新
規
と

も
審
査
後
の
認
定
結
果
は
後
日

郵
送（
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、

利
用
施
設
に
提
示
す
る
こ
と
）

※
本
人
や
世
帯
の
所
得
が
分
か

ら
な
い
場
合
は
認
定
で
き
な
い

た
め
、
無
収
入
（
非
課
税
年
金

受
給
者
も
含
む
）
や
未
申
告
の

方
は
、
住
民
税
申
告
を
行
う
必

要
あ
り
▽
認
定
期
間　

７
月
１

日
㈰
〜
平
成
25
年
６
月
30
日
㈰

※
随
時
申
請
の
場
合
、
申
請
月

１
日
〜
翌
６
月
30
日
（
申
請
漏

れ
の
場
合
は
、
申
請
月
１
日
か

ら
認
定
）

◎
社
会
福
祉
法
人
等
利
用
者

　

負
担
軽
減
確
認
証

　

社
会
福
祉
法
人
等
が
提
供
す

る
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
る
方
が
次
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
、
申
請
に
よ
り
利

用
者
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

▽
対
象　

①
世
帯
全
員
が
市
町

村
民
税
非
課
税
で
、
収
入
（
預

金
・
資
産
）や
世
帯
の
状
況
、利

用
者
負
担
等
を
総
合
的
に
判
断

し
、
生
計
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
方
②
生
活
保
護
受
給

者
▽
軽
減
内
容　

①
の
場
合
、

介
護
保
険
施
設
利
用
料
の
負
担

介
護
保
険
施
設
利
用
料
の
負
担

限
度
額
認
定
証
等
の
更
新
申
請

限
度
額
認
定
証
等
の
更
新
申
請

お詫びと訂正
　広報もりや５月10日号の記事の一部に誤りがありました。
正しくは次のとおりです。お詫びして訂正します。
○９ページ「国民年金　平成24年度の年金額（年額）」
【正】遺族基礎年金　・子のある妻が受ける場合（子が１人

のとき）　　　　 　　1,012,800円
○17ページ「MORIYAフォトニュース　一日警察署長」
【正】岡田由衣さん（黒内小学校）


